
文 京 区 細 街 路 拡 幅 整 備 要 綱 

 

 

平成 ２年７月７日 ２文建副発第 ３ 号      制 定     

平成 ７年４月１日 ６文建細発第１４０号 一部改正 

平成１６年４月１日１５文都指第 ５０２号 一部改正 

平成１８年４月１日１７文都指第 ３２８号 一部改正 

平成２０年７月１日２０文都指第  ７０号 一部改正 

平成２７年４月１日２６文都地第 ３４４号 一部改正 

平成３１年２月２０日３０文都地第６１３号 一部改正 

令和６年１月２４日２０２３文都地第４４１号 一部改正 

令和８年３月３１日２０２５文都地第７４４号 一部改正 

（目的）  

第１条 この要綱は、区民の理解と協力の下に、区内の細街路の拡幅整備を図ることにより、

安全で快適な住環境の確保と災害に強いまちづくりに資することを目的とする。 

（用語の定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 細街路 現況幅員４メートル未満の道で、一般交通の用に供されているものをいう。 

⑵ 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第２条第１

号に規定するものをいう。 

⑶ 工作物 機械式立体自動車車庫、門、塀、擁壁等であって建築物でないものをいう。 

⑷ 建築主 細街路に接する敷地に、建築物を建築し、又は工作物を設置しようとする者

をいう。 

⑸ 土地所有者 細街路に接する土地において、登記簿謄本の甲区欄に記載されている

所有者をいう。 

⑹ 宅地開発 分譲又は賃貸のための戸建住宅の建設を前提とする土地の区画又は形質

の変更をいう。 

⑺ 後退用地 既存の道路の境界線と法第４２条第２項の規定による道路の境界線との

間の土地をいう。 

⑻ 隅切り用地 法第４２条第２項の規定による道路に接する東京都建築安全条例（昭

和２５年東京都条例第８９号）第２条に規定する土地をいう。 

⑼ 拡幅整備 後退用地又は隅切り用地（以下「後退用地等」という。）について通行上

支障のないように路面等を整備することをいう。 

⑽ 区域変更 後退用地等を道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定

により、区道に編入することをいう。 

⑾ 後退表示板 後退用地であることを示す表示板をいう。 

（対象）  

第３条 この要綱における細街路拡幅整備の対象は、次に掲げるものとする。 

⑴ 法第４２条第２項の規定により指定された道路及びこれに接する隅切り用地 



⑵ 前号のほか、区長が特に必要があると認めた道路 

（拡幅整備の協議）  

第４条 建築主又は土地所有者（以下「建築主等」という。）は、建築確認の申請、工作物

の設置又は宅地開発をしようとする場合は、次の各号に掲げる事項について、協議書によ

り事前に区長と協議するものとする。 

⑴ 後退用地等の区域に関すること。 

⑵ 後退用地等の使用権原に関すること。 

⑶ 後退用地等の舗装工事に関すること。 

２ 建築主等は、前項に規定する協議が成立した後に後退用地等の権利変動をしようとす

る場合は、当該権利を承継する相手方に対し、前項の協議により生ずる建築主等の責務を

承継させなければならない。 

（任意の協議）  

第５条 建築主等は、前条の規定による場合のほか、区長が特に必要があると認めるときは、

前条第１項第１号に掲げる事項について、協議書により区長と協議することができる。 

２ 建築主等は、前項に規定する協議が成立した後に建築主等が建築確認の申請、工作物の

設置又は後退用地等の整備をしようとするときは、前条第１項第２号及び第３号に掲げ

る事項について、協議書により事前に区長と協議するものとする。 

（測量）  

第６条 区長は、区道に接する後退用地等について、拡幅整備に必要な測量を行うものとす

る。 

２ 建築主等は、私道に接する後退用地等について、第４条第１項に規定する協議により、

区長が拡幅整備を行うときは、区長に対し、拡幅整備に必要な測量を委任することができ

る。 

３ 区長は、前項の規定による委任を受けたときは、第１項に規定する測量を行うものとす

る。 

（区域変更）  

第７条 区長は、土地所有者から区道に接する後退用地等の寄附の申出があった場合は、そ

の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該後退用地等を区道に区域変更するもの

とする。 

２ 区長は、前項の規定にかかわらず、土地所有者から区道に接する後退用地等の無償使用

の承諾があった場合は、当該後退用地等を区道に区域変更するものとする。 

（拡幅整備）  

第８条 区長は、第４条又は第５条の規定による協議が成立し、建築主等から拡幅整備の承

諾を受けたときは、後退用地等について整備を行う。この場合において、整備を行うため

に必要な整地は、建築主等が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、建築主等は、自ら後退用地等の整備を行うことができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、建築主等が後退用

地等について整備を行うものとする。ただし、区長が特に必要があると認めた場合は、区

長が当該整備を行うことができる。 

⑴ 建築主等が国、地方公共団体又はこれに準ずる団体である場合 



⑵ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する開発行為を行う場合 

⑶ 建築主等が学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校、中学校、

高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校を設置する私立学校法（昭和２４年法

律第２７０号）第３条に規定する学校法人である場合 

⑷ 宅地開発又は建築物が文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要

綱（５６文建管発第２９２号）の適用を受ける場合 

⑸ 建築物が文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例（平成２０年

３月文京区条例第１１号）の適用を受ける場合 

⑹ 前各号に掲げるもののほか区長が別に定める場合 

（助成金及び奨励金）  

第９条 区長は、後退用地等の拡幅整備を完了した建築主等に対して、助成金を交付するこ

とができる。 

２ 区長は、第７条第１項の規定により区道に接する後退用地等（隅切り用地に限る。以下

この項において同じ。）の寄附を受けたときは、当該後退用地等の拡幅整備が完了した建

築主等に対して、奨励金を交付することができる。 

３ 区長は、特に後退用地等の拡幅整備を推進する地域として区長が別に定める地域にお

いて後退用地等の拡幅整備が完了した建築主等に対して、奨励金を交付することができ

る。 

４ 第１項に規定する助成の対象工事及び助成額並びに前２項の規定による奨励金の交付

等に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

（後退表示板の設置）  

第１０条 区長は、拡幅整備が完了したときは、建築主等の協力を得て後退表示板を設置す

るものとする。 

（後退用地等の維持管理）  

第１１条 後退用地等（区道に区域変更されたものを除く。）は、土地所有者が維持管理を

行うものとする。 

（後退用地等の非課税手続の代行）  

第１２条 土地所有者は、区長が拡幅整備をした土地について、固定資産税及び都市計画税

の非課税申告手続を委任することができる。 

２ 区長は、前項の規定による委任を受けたときは、固定資産税及び都市計画税の非課税申

告手続を行うものとする。 

（委任）  

第１３条 この要綱の施行について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。 

 

付 則     

この要綱は、平成２年１０月１日から適用する。 

付 則    

 この要綱は、平成７年 ４月１日から施行する。 

付 則     

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 



付 則     

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則     

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

付 則     

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、決定日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則     

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


